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陳暘孟子訓義校釈（二）

樂
書
巻
第
九
十
二

a

孟
子
訓
義

b

梁
惠
王
下　

公
孫
丑
上

c

梁
惠
王
下

d

齊
宣
王
見
孟
子
於
雪
宮
。
王
曰
、
賢
者
亦
有
此
樂
乎
。
孟
子
對
曰
、
有
人

不
得
則
非
其
上
矣
。
不
得
而
非
其
上
者
非
也
。
爲
民
上
而
不
與
民
同
樂
者
亦

非
也
。
樂
民
之
樂
者
、
民
亦
樂
其
樂
、
憂
民
之
憂
者
、
民
亦
憂
其
憂
。
樂
以

天
下
、
憂
以
天
下
、
然
而
不
王
者
、
未
之
有
也
。

齊
宣
王
之
於
國
、
外
有
遊
畋
之
囿
、
内
有
雪
宮
之
樂
。
遊
畋
之
囿
、
則

專
利
而
已
、
非
與
民
同
利
也
。
雪
宮
之
樂
、
則
獨
樂
而
已
、
非
與
民
同
樂

也
。
故
有
爲
人
下
者
、
不
得
是
樂
而
非
其
上
、
則
爲
不
知
命
、
爲
人
上

者
、
有
是
樂
而
弗
與
民
同
、
則
爲
不
知
義
。
義
命
所
在
則
是
、
義
命
所
去

則
非
。

今
王
苟
知
獨
樂
爲
非
、
而
憂
樂
與
民
同
、
則
在
下
者
亦
將
以
君
事
爲
憂

樂
、
而
不
非
其
上
矣
。
以
易
求
之
、
比
則
樂
民
之
樂
而
下
至
於
順
從
、
師

則
憂
民
之
憂
而
民
至
於
從
之
。
是
憂
樂
施
報
之
効
也
。
故
推
樂
民
之
樂

而
樂
以
天
下
、
推
憂
民
之
憂
而
憂
以
天
下
、
則
天
下
雖
廣
風
俗
同
而
如
一

家
、
中
國
雖
大
心
徳
同
而
如
一
人
。
萬
邦
孰
不
嚮
之
以
爲
方
、
下
民
孰
不

往
之
以
爲
王
哉
。
文
王
樂
以
天
下
而
庶
民
子
來
、
宣
王
憂
以
天
下
而
百
姓

見
憂
、
如
此
而
已
。

周
官
、
膳
夫
掌
王
之
膳
羞
、
侑
食
及
徹
于
造

e
、
皆
以
樂
、
特
天
地
之

烖
、
荒
扎

f
之
變
、
邦
之
大
故
、
然
後
去
樂
焉
。
古
之
王
者
、
無
終
食
之

間
忘
憂
樂
於
天
下
。
况
欲
王
而
與
天
下
同
憂
樂
邪
。
始
乎
憂
樂

g
以
民
、

卒
乎
憂
樂
以
天
下
。
與
孔
子
所
謂
修
己
以
安
人
、
繼
之
修
己
以
安
百
姓
同

意
。
若
夫
不
知
務
此
而
欲
長
處
雪
宮
之
樂
、
難
矣
哉
。

梁
王
疑
賢
者
不
樂
臺
沼
、
故
曰
賢
者
亦
樂
此
乎
。
齊
王
疑
賢
者
無
雪
宮

之
樂
、
曰
賢
者
亦
有
此
樂
乎
。

［
校
勘
］

a　
「
樂
書
巻
第
九
十
二
」　

四
庫
全
書
本
は
「
樂
書
巻
九
十
二
」
に
作

る
。
ま
た
四
庫
全
書
本
に
は
こ
の
行
の
前
に
「
欽
定
四
庫
全
書
」
の
一

陳
暘
孟
子
訓
義
校
釈
（
二
）

児
玉
憲
明
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行
が
あ
る
。

b　

四
庫
全
書
本
は
、「
樂
書
巻
九
十
二
」
と
「
孟
子
訓
義
」
の
間
に

「
宋
陳
暘
撰
」
の
一
行
が
あ
る
。
方
濬
師
本
に
は
「
宋
宣
徳
郎
秘
書
省

正
字
陳
暘
譔
」
の
一
行
が
あ
る
。

c　
「
梁
惠
王
下　

公
孫
丑
上
」　

諸
本
無
し
。
本
巻
の
う
ち
三
条
は
「
梁

惠
王
章
句
下
」
に
属
す
る
章
で
、
第
四
条
は
「
公
孫
丑
章
句
上
」
に
属

す
る
章
で
あ
る
。
よ
っ
て
補
っ
た
。

d　
「
梁
惠
王
下
」　

四
庫
全
書
本
「
梁
惠
」
に
作
る
。

e　
「
徹
于
造
」　

四
庫
全
書
本
「
徹
於
造
」
に
作
る
。

f　
「
荒
扎
」　

方
濬
師
本
「
荒
札
」、
国
会
図
書
館
蔵
宋
刊
本
「
荒
孔
」

に
作
る
。

g　
「
始
乎
憂
樂
」　

四
庫
全
書
本
、
方
濬
師
本
、
国
会
図
書
館
蔵
宋
刊
本

「
始
有
憂
樂
」
に
作
る
。

［
訳
］齊

の
宣
王
、
孟
子
を
雪
宮

�
に
見
る
。
王
曰
く
、「
賢
者
も
亦
た
此
の
樂

し
み
有
る
か
」
と
。
孟
子
對
へ
て
曰
く
、「
人
得
ざ
る
こ
と
有
ら
ば
、
則
ち

其
の
上
を
そ
し
る
。
得
ず
し
て
其
の
上
を
そ
し
る
者
は
非
な
り
。
民
の
上
と

爲
り
て
民
と
樂
し
み
を
同
じ
く
せ
ざ
る
者
も
亦
た
非
な
り
。
民
の
樂
し
み
を

樂
し
む
者
は
、
民
も
亦
た
其
の
樂
し
み
を
樂
し
み
、
民
の
憂
ひ
を
憂
ふ
る
者

は
、
民
も
亦
た
其
の
憂
ひ
を
憂
ふ
。
樂
し
む
に
天
下
を
以
て
し
、
憂
ふ
る
に

天
下
を
以
て
し
、
然
れ
ど
も
王
た
ら
ざ
る
者
は
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な

り
」
と
。

斉
の
宣
王
の
自
国
に
お
け
る
あ
り
よ
う
は
、
屋
外
で
は
狩
猟
の
た
め
の
御

苑
を
設
け

�
、
屋
内
で
は
雪
宮
の
娯
楽
を
満
喫
し
た
。
狩
猟
用
の
御
苑
は
利

益
を
王
が
独
占
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
衆
と
利
益
を
と
も
に
す
る
施
設
で
は

な
い
。
雪
宮
の
娯
楽
は
王
が
楽
し
み
を
独
占
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
衆
と
楽

し
み
を
と
も
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
下
々
の
者
は
そ

の
娯
楽
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
ず
、
お
上
を
非
難
す
る
。
こ
れ
は
「
命
」

を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
の
上
に
立
つ
者
は
こ
う
し
た
楽
し
み

を
自
分
だ
け
の
も
の
と
し
て
民
衆
と
そ
れ
を
共
有
し
な
い
。
そ
れ
は
「
義
」

を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

3
。「
義
・
命
」
が
保
た
れ
て
い
る
の
は

正
し
い
あ
り
か
た
で
、「
義
・
命
」
が
失
わ
れ
る
の
は
誤
っ
た
あ
り
か
た
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
今
、
王
が
も
し
自
分
ひ
と
り
で
楽
し
み
を
独
占
す
る
こ
と
が
間

違
い
だ
と
考
え
、
憂
楽
を
民
衆
と
共
有
す
る
な
ら
、
下
々
の
者
は
王
に
か
か

わ
る
事
を
自
分
た
ち
の
憂
楽
だ
と
考
え
て
お
上
を
非
難
す
る
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
。『
易
』
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、「
比
」
の
卦
は
、

民
衆
の
楽
し
み
を
自
分
の
楽
し
み
と
す
る
な
ら
下
位
の
者
が
従
順
に
な
る
こ

と
を
示
し
て
お
り

4
、「
師
」
の
卦
は
、
民
衆
の
憂
い
を
自
分
の
憂
い
と
す

る
な
ら
民
が
従
う
こ
と
を
示
し
て
い
る

5
。
こ
れ
が
つ
ま
り
憂
楽
が
下
に
施

さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
上
に
報
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
王
者

が
民
衆
の
楽
し
み
を
自
分
の
楽
し
み
と
す
る
こ
と
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
、
天

下
全
体
の
事
を
自
分
の
楽
し
み
と
す
る
な
ら
、
天
下
が
い
く
ら
広
く
て
も
風

俗
は
ま
と
ま
っ
て
、
ま
る
で
一
個
の
家
の
よ
う
に
な
る
し
、
中
国
が
い
く
ら
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大
き
く
て
も
人
々
の
道
徳
は
ま
と
ま
っ
て
、
ま
る
で
一
人
の
人
間
の
よ
う
に

な
る
。
国
々
が
そ
の
人
を
慕
っ
て
手
本
に
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
民
衆

が
そ
の
人
に
付
き
従
っ
て
王
者
と
し
て
仰
ぎ
見
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
周

の
文
王
が
天
下
の
慶
事
を
自
分
の
楽
し
み
と
し
た
の
で
父
を
助
け
る
子
の
よ

う
に
民
衆
が
集
ま
っ
て
来
た

6
こ
と
や
、
周
の
宣
王
が
天
下
の
災
難
を
自
分

の
心
配
事
と
し
た
の
で
人
々
は
宣
王
に
心
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
喜
ん
だ

7

こ
と
は
、
こ
れ
で
あ
る
。

『
周
官
』
に
よ
る
と
、
膳
夫
の
官
は
王
者
の
食
事
を
管
理
し
、
食
事
を
進

め
る
時
と
片
付
け
る
時
に
は
音
楽
を
奏
す
る
が
、
天
地
の
災
害
や
飢
饉
、
疫

病
、
戦
争
の
場
合
だ
け
は
音
楽
を
中
止
す
る

8
。
太
古
の
王
者
は
食
事
中
で

も
天
下
の
事
を
心
配
し
た
り
喜
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
の
で
あ
る
。

王
者
と
な
っ
て
天
下
と
憂
楽
を
と
も
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
者
は
な
お
さ

ら
の
こ
と
で
あ
る
。
民
衆
を
憂
楽
す
る
こ
と
に
始
ま
り
、
つ
い
に
は
天
下
を

憂
楽
す
る
の
で
あ
る
。
孔
子
が
「
自
分
自
身
を
修
養
し
て
他
人
を
安
定
さ
せ

る
」
と
い
う
言
葉
に
続
け
て
「
自
分
自
身
を
修
養
し
て
民
衆
を
安
定
さ
せ

る
」
と
言
っ
た

9
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
専
心
す
る
こ
と
を
わ
き

ま
え
ず
に
雪
宮
の
娯
楽
を
長
く
満
喫
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
無
理
で

あ
る
。

梁
恵
王
は
、
賢
者
は
霊
台
や
霊
沼
な
ど
は
楽
し
ま
な
い
の
か
と
思
っ
た
の

で
「
賢
者
に
も
こ
う
い
う
娯
楽
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
た

�0
の
で
あ

り
、
斉
宣
王
は
、
賢
者
に
は
雪
宮
の
娯
楽
な
ど
な
い
の
か
と
思
っ
て
「
賢
者

に
も
こ
う
い
う
娯
楽
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
た
の
で
あ
る
。

［
注
］�　

「
雪
宮
」
は
、
趙
岐
注
に
よ
る
と
斉
国
の
離
宮
で
、
中
に
苑
囿
臺
池

が
あ
り
鳥
獣
を
飼
育
す
る
と
さ
れ
る
が
、
他
に
見
え
な
い
。

�　
「
狩
猟
の
た
め
の
御
苑
」
の
こ
と
は
『
孟
子
』
の
上
文
（
梁
惠
王
章

句
下
）
に
既
出
。

3　

経
文
に
「
命
」「
義
」
へ
の
言
及
は
な
い
。
宣
王
の
奢
侈
を
戒
め
る

こ
と
が
主
題
で
あ
ろ
う
こ
の
一
節
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
民
衆
が

不
満
を
抱
く
こ
と
を
「
命
を
知
ら
ず
」
と
し
て
、
君
主
の
「
義
を
知
ら

ず
」
に
対
置
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
君
主
が
奢
り
民
衆
が

そ
れ
に
不
満
を
抱
く
こ
と
を
「
命
を
知
ら
ず
」「
義
を
知
ら
ず
」
と
定

義
す
る
の
は
、
趙
岐
注
、
孫
奭
疏
な
ど
を
踏
ま
え
て
い
る
。
趙
注
に
言

う
。「
有
人
不
得
、
人
有
不
得
其
志
也
。
不
責
己
仁
義
不
自
修
而
責
上

之
不
用
己
、
此
非
君
子
之
道
。
人
君
適
情
從
欲
、
獨
樂
其
身
而
不
與
民

同
樂
、
亦
非
在
上
不
驕
之
義
也
。（「
人
得
ざ
る
有
り
」
と
は
、
民
衆
が

自
分
の
希
望
が
達
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
だ
。
仁
義
の
徳
を
自
分
で

獲
得
し
な
い
こ
と
を
責
め
ず
に
上
の
者
が
自
分
を
用
い
て
く
れ
な
い
こ

と
を
責
め
る
。
こ
れ
は
君
子
の
道
で
は
な
い
。
い
っ
ぽ
う
人
君
が
み
ず

か
ら
の
欲
望
の
お
も
む
く
ま
ま
に
自
分
だ
け
娯
楽
に
ふ
け
っ
て
民
衆
と

娯
楽
を
共
有
し
な
い
。
こ
れ
ま
た
、
人
の
上
に
立
つ
者
は
驕
ら
な
い
と

い
う
〈
義
〉
に
も
と
る
）」
と
。
趙
注
に
「
命
」
の
語
は
見
え
な
い
が
、

孫
疏
は
趙
注
を
敷
衍
し
て
「
是
不
知
命
與
分
定
故
也
。（［
上
を
そ
し
る

こ
と
が
間
違
っ
て
い
る
理
由
は
］
命
と
分
の
定
め
を
理
解
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。）」
と
、
孫
疏
は
「
命
」
に
よ
っ
て
説
い
て
い
る
。
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4　
『
周
易
』「
比
」
の
彖
傳
に
「
比
輔
也
、
下
順
從
也
。
…
…
不
寧
方

來
、
上
下
應
也
（
比
は
助
け
あ
う
こ
と
、
下
の
者
が
従
順
で
あ
る
こ

と
。
…
…
不
安
な
人
も
や
っ
て
来
る
の
は
、
上
の
者
と
下
の
者
の
心
が

通
じ
て
い
る
か
ら
だ
）」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

5　
『
周
易
』「
師
」
の
彖
傳
に
「
以
此
毒
天
下
、
而
民
從
之
（
こ
れ
に

よ
っ
て
天
下
を
苦
し
め
て
も
民
衆
は
従
う
）」と
あ
る
の
に
よ
る
。「
毒
」

を
王
弼
は
「
役
」
と
訓
じ
、
孔
穎
達
も
「
若
用
此
諸
徳
、
使
役
天
下
之

衆
、
人
必
從
之
、
以
得
其
吉
、
又
何
无
功
而
咎
責
乎
（
こ
れ
ら
の
徳
を

も
っ
て
天
下
の
人
民
を
使
役
し
、
人
が
み
な
従
っ
て
、
よ
い
結
果
を
得

る
な
ら
、
ど
う
し
て
功
績
が
あ
が
ら
ず
咎
め
を
受
け
る
こ
と
な
ど
あ
ろ

う
か
）」
と
説
く
。

6　
「
庶
民
子
來
」
は
『
毛
詩
』「
靈
臺
」（
大
雅
・
文
王
之
什
）
の
句
。

詩
は
、「
霊
台
」
を
建
築
す
る
に
あ
た
り
、
労
役
を
急
が
せ
た
わ
け
で

も
な
い
の
に
民
衆
が
自
発
的
に
集
ま
っ
て
来
た
こ
と
を
詠
う
。「
詩
序
」

以
来
、
こ
の
詩
は
周
文
王
の
事
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
句
を
鄭
玄

は
「
衆
民
各
以
子
成
父
事
而
來
攻
之
（
民
衆
が
そ
れ
ぞ
れ
子
が
父
の
仕

事
を
成
し
遂
げ
る
心
を
も
っ
て
参
集
し
霊
台
を
作
っ
た
）」
と
解
し
て

い
る
。

7　
「
百
姓
見
憂
」
は
『
毛
詩
』「
雲
漢
」（
大
雅
・
蕩
之
什
）
に
よ
る
。

詩
の
主
題
は
、
旱
魃
が
続
く
こ
と
へ
の
嘆
き
で
あ
る
。「
序
」
は
、
周

宣
王
が
旱
魃
に
際
し
て
身
を
慎
み
災
害
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
こ
と
を
述

べ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。「
天
下
喜
於
王
化
復
行
、
百
姓
見
憂
（
天
下

は
、
王
者
の
徳
化
が
回
復
し
民
衆
が
憐
憫
を
受
け
る
こ
と
を
喜
ん
だ
）」

と
あ
る
。「
訓
義
」
は
こ
れ
に
よ
る
。

8　
『
周
禮
』（
天
官
・
膳
夫
）
に
も
と
づ
く
。「
膳
夫
掌
王
之
食
飲
膳
羞
、

以
養
王
及
后
世
子
。
…
…
以
樂
侑
食
…
…
卒
食
以
樂
徹
于
造
。
…
…
大

喪
則
不
舉
、
大
荒
則
不
舉
、
大
札
則
不
舉
、
天
地
有
烖
則
不
舉
、
邦
有

大
故
則
不
舉
（
膳
夫
は
王
の
食
事
を
管
理
し
、
王
后
世
子
を
供
養
す

る
。
…
…
音
楽
を
奏
し
て
食
を
進
め
…
…
食
事
が
終
わ
れ
ば
音
楽
を
奏

し
て
片
付
け
る
。
…
…
大
喪
、
凶
年
、
疫
病
、
自
然
災
害
、
刑
殺
な
ど

が
あ
っ
た
時
は
楽
を
や
め
る
）」
と
あ
る
。

9　
『
論
語
』（
憲
問
）
に
よ
る
。
子
路
が
「
君
子
」
に
つ
い
て
問
う
た
の

に
対
す
る
孔
子
の
言
葉
で
あ
る
。
三
度
の
問
い
に
「
修
己
以
敬
」「
修

己
以
安
人
」「
修
己
以
安
百
姓
」
と
答
え
て
い
る
。

�0　
「
霊
台
や
霊
沼
」
の
こ
と
は
『
孟
子
』
の
上
文
（
梁
惠
王
章
句
上
）

の
孟
子
と
梁
惠
王
の
問
答
に
よ
る
。「
孟
子
見
梁
惠
王
、
王
立
於
沼
上
、

顧
鴻
鴈
麋
鹿
曰
、
賢
者
亦
樂
此
乎
（
孟
子
が
梁
恵
王
に
謁
見
し
た
。
王

は
沼
の
ほ
と
り
に
立
ち
、
飼
育
さ
れ
て
い
る
鳥
獣
を
眺
め
て
「
賢
者
に

も
こ
の
よ
う
な
楽
し
み
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
言
っ
た
）」
と
あ
る
。

孟
子
は
こ
れ
に
答
え
て
、
賢
者
こ
そ
が
ほ
ん
と
う
に
楽
し
め
る
と
言

い
、「
靈
臺
」
の
詩
（
注
6
参
照
）
を
引
い
た
。「
霊
台
」「
霊
沼
」
と

も
詩
中
に
見
え
る
語
。

方
命
虐
民
、
飮
食
若
流
。
流
連
荒
亡
、
爲
諸
侯
憂
。
從
流
下
而
忘
反
、
謂

之
流
。
從
流
上
而
忘
反
、
謂
之
連
。
從
獸
無
厭
、
謂
之
荒
。
樂
酒
無
厭
、
謂
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之
亡
。
先
王
無
流
連
之
樂
荒
亡
之
行
、
惟
君
所
行
也
。

凡
物
員

a
則
行
、
方
則
止
。
行
則
順
、
止
則
逆
。
方
命
、
則
逆
而
不
行

之
謂
也
。
今
夫
遊
豫
有
事
、
補
助
有
政
、
先
王
之
命
也
。
景
公
逆
先
王
之

命
而
不
行
、
無
補
助
之
政
以
恤
民
、
有
師
行
糧
食
以
虐
民
。
飮
食
無
節
、

至
於
若
流
、
流
連
荒
亡
至
於
無
度
。
斯
固
不
足
爲
諸
侯
之
度
。
適
貽
彼
憂

而
已
。

蓋
順
流
而
下
以
忘
反
、
則
其
樂
無
所
要
宿
。
故
謂
之
流
。
遡
流
而
上

以
忘
反
、
則
其
樂
莫
知
紀
極
。
故
謂
之
連
。
此
遊
于
佚

b
者
也
。
從
獸
無

厭
、
則
其
行
妨
而
不
治
。
故
謂
之
荒
。
樂
酒
無
厭
、
則
其
行
喪
而
不
存
。

故
謂
之
亡
。
此
淫
于
樂

c
者
也
。

觀
景
公
遊
海
上
踰
時
弗
反
、
則
從
流
上
下
忘
反
可
知
。
其
好
弋
有
至
誅

典
禽
之
吏
、
則
從
獸
無
厭
可
知
。
其
飮
酒
有
至
終
夕
之
樂
、
則
樂
酒
無
厭

可
知
。
然
則
、
欲
觀
轉
附
朝
儛
、
豈
從
禽
之
地
歟
。
遵
海
而
南
放
于
瑯

瑘
d
、
豈
流
連
之
地
歟
。
孔
子
有
之

e
、
景
公
奢
于
臺
榭
、
淫
於
苑
囿
、

五
音
之
樂
不
解
、
喪
亂
蔑
資
、
曾
莫
惠
我
師
。

由
是
觀
之
、
晏
子
諄
諄
爲
景
公
誦
之
者
、
誠
欲
憂
樂
與
民
同
而
已
。
昔

齊
桓
公
將
東
遊
、
問
於
管
仲
、
管
仲
對
曰
、
先
王
之
游
、
春
出
省
農
事
之

不
本
者
、
謂
之
游
、
秋
出
補
人
之
不
足
者
、
謂
之
夕
、
師
行
而
糧
食
其
民

者
、
謂
之
亡
、
從
樂
而
不
反
者
、
謂
之
荒
。
先
王
有
游
夕
之
業
於
人
、
無

荒
亡
之
行
於
身
。
桓
公
卒
再
拜
、
而
命
之
以
寶
法
。
亦
晏
子
告
景
公
之
意

也
。書

曰
、
内
作
色
荒
、
外
作
禽
荒
、
甘
酒
嗜
音
、
有
一
于
此

f
、
未
或
不

亡
。
孟
子
特
以
樂
酒
無
厭
言
之
者
、
舉
甚
者
故
也
。
言
與
發
補
不
足
及
助

不
給
者
以
景
公
之
行
適
當
省
耕

g
時
故
也
。

［
校
勘
］

a　
「
凡
物
員
」　

方
濬
師
本
「
凡
物
圓
」
に
作
る
。　

b　
「
遊
于
佚
」　

四
庫
全
書
本
「
遊
於
佚
」
に
作
る
。

c　
「
淫
于
樂
」　

四
庫
全
書
本
「
淫
於
樂
」
に
作
る
。

d　
「
瑯
瑘
」　

四
庫
全
書
本
、
方
濬
師
本
「
瑯
琊
」
に
作
る
。

e　
「
孔
子
有
之
」　

四
庫
全
書
本
、
方
濬
師
本
、
国
会
図
書
館
蔵
宋
刊
本

「
孔
子
有
云
」
に
作
る
。

f　
「
有
一
于
此
」　

四
庫
全
書
本
「
有
一
於
此
」
に
作
る
。

g　
「
省
耕
」　

方
濬
師
本
「
省
畊
」
に
作
る
。

［
訳
］命

に
さ
か
ら
ひ
民
を
虐
げ
、
飮
食
流
る
る
が
ご
と
し
。
流
連
荒
亡
は
諸
侯

の
憂
ひ
と
爲
す
。
流
れ
に
從
ひ
下
り
て
反
る
を
忘
る
、
之
れ
を
流
と
謂
ふ
。

流
れ
に
從
ひ
上
り
て
反
る
を
忘
る
、
之
れ
を
連
と
謂
ふ
。
獸
に
從
ひ
て
厭
く

無
し
、
之
れ
を
荒
と
謂
ふ
。
酒
を
樂
し
み
て
厭
く
無
し
、
之
れ
を
亡
と
謂
ふ
。

先
王
に
は
流
連
の
樂
み
荒
亡
の
行
ひ
無
し
。
た
だ
君
の
行
ふ
所
な
り

�
。

お
よ
そ
物
体
は
、
丸
け
れ
ば
進
み
、
方
形
で
あ
れ
ば
動
き
が
止
ま
る

�
。

進
む
と
は
従
う
こ
と
で
あ
り
、
止
ま
る
と
は
逆
ら
う
こ
と
で
あ
る
。「
方
命
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（
命
に
さ
か
ら
ふ
）」
と
は
本
来
の
あ
り
か
た
に
逆
ら
っ
て
、
前
に
進
ま
な
い

こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
王
者
が
巡
行
し
て
遊
び
楽
し
む
こ
と
を

政
治
の
補
助
と
す
る
こ
と
は
先
王
の
遺
命
で
あ
る
。
し
か
る
に
景
公
は
先
王

の
命
に
そ
む
い
て
本
来
の
道
筋
を
進
ま
ず
、
補
い
助
け
る
政
治
に
よ
っ
て
民

を
慈
し
む
こ
と
を
せ
ず
、
か
え
っ
て
大
勢
の
軍
隊
を
ひ
き
つ
れ
て
旅
先
で
食

糧
を
徴
発
し
て
民
衆
を
苦
し
め
て
い
る
。
飲
食
に
節
度
が
な
く
、
水
が
と
め

ど
な
く
流
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
船
遊
び
に
ふ
け
り
、
山
歩
き
に
夢
中
に

な
り
、
狩
猟
に
興
じ
、
酒
宴
に
溺
れ
、
ま
っ
た
く
規
律
が
失
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
で
は
諸
侯
の
模
範
と
な
れ
る
は
ず
が
な
く
、
心
配
の
種
と
な
る
ば
か
り

で
あ
る
。

水
の
流
れ
に
身
を
ま
か
せ
て
下
り
、
も
と
の
場
所
に
帰
る
こ
と
を
忘
れ
る

と
、
そ
の
楽
し
み
は
止
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
を
「
流
」
と
い

う
の
だ
。
流
れ
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
上
流
に
向
か
い
、
帰
る
の
を
忘
れ
る
と
、

そ
の
楽
し
み
は
終
極
の
な
い
も
の
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
れ
を
「
連
」（
い
つ

ま
で
も
続
く
）
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
ら
は
際
限
な
く
楽
し
む
も
の
で
あ
る
。

狩
猟
を
し
て
飽
き
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
行
動
は
妨
げ
ら
れ
て
治
ま
ら

な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
を
「
荒
」
と
い
う
の
だ
。
飲
酒
を
楽
し
ん
で
飽
き
る
こ

と
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
行
動
は
失
わ
れ
て
ひ
と
つ
と
こ
ろ
に
止
ま
ら
な
い
。

だ
か
ら
こ
れ
を
「
亡
」
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
は
楽
し
み
か
た
が
度
を
過
ぎ
て

い
る
の
だ
。

景
公
の
海
辺
で
の
遊
び
か
た
は
と
い
う
と
、
季
節
が
変
っ
て
も
都
に
帰
ら

な
か
っ
た

3
の
で
、
水
の
流
れ
に
ま
か
せ
て
の
ぼ
り
く
だ
り
し
て
帰
る
こ
と

を
忘
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
鳥
を
射
落
と
す
の
を
好
み
、
鳥
を
管
理
す

る
役
人
を
殺
そ
う
と
し
た

4
の
で
、
狩
猟
を
し
て
飽
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
景
公
の
飲
酒
は
夜
を
徹
し
て
楽
し
む
こ
と
が
あ
っ
た

5
の

で
、
飲
酒
を
楽
し
ん
で
飽
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
景
公
が
「
轉
附
や
朝
儛
を
見
て
回
り
た
い
」
と
言
っ

た
の
は
、
狩
猟
の
地
で
あ
ろ
う
か
。「
海
岸
沿
い
に
南
下
し
て
瑯
瑘
ま
で
行

き
た
い
」
と
言
っ
た
の
は
、「
流
」
や
「
連
」
の
楽
し
み
の
地
で
あ
ろ
う
か

6
。

孔
子
に
も
以
下
の
指
摘
が
あ
る
。「
景
公
は
宮
殿
を
飾
り
、
御
苑
の
楽
し
み

に
耽
溺
し
、
音
楽
の
楽
し
み
を
や
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
『
詩
』

の
〈
喪
乱
し
て
財
を
尽
く
し
、
我
々
を
慈
し
む
こ
と
も
な
い
〉
と
い
う
こ
と

だ
7
」
と
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
晏
子
が
懇
切
に
景
公
に
説
い
た
の
は
、
景

公
が
憂
楽
を
民
衆
と
分
ち
合
う
こ
と
を
望
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
。
昔
、
斉
の

桓
公
が
東
方
に
出
か
け
よ
う
と
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
管
仲
に
問
う
た
と
こ

ろ
、
管
仲
は
答
え
た
。「
先
王
の
巡
遊
は
、
春
は
農
耕
の
た
め
の
種
子
の
不

足
の
有
無
を
調
べ
に
出
か
け
ま
す
が
、
こ
れ
を
〈
游
〉
と
言
い
ま
す
。
秋
は

民
衆
の
食
糧
不
足
を
補
う
た
め
に
出
か
け
ま
す
が
、
こ
れ
を
〈
夕
〉
と
言
い

ま
す
。
軍
隊
を
動
か
し
て
民
衆
か
ら
食
糧
を
調
達
す
る
こ
と
を
〈
亡
〉
と
言

い
、
遊
興
し
て
帰
ろ
う
と
し
な
い
の
を
〈
荒
〉
と
言
い
ま
す
。
先
王
は
民

衆
に
対
し
て
〈
游
〉〈
夕
〉
の
事
業
を
お
こ
な
い
ま
す
が
、
自
分
の
た
め
に

〈
荒
〉〈
亡
〉
の
行
為
を
お
こ
な
う
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
。
桓
公
は
つ

い
に
再
拝
し
、
管
仲
の
言
葉
を
宝
法
と
す
る
よ
う
命
じ
た

8
。
こ
れ
も
ま
た

晏
子
が
景
公
に
忠
告
し
た
の
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。

『
書
』
に
は
「
内
に
色
荒
を
な
し
、
外
に
禽
荒
を
な
し
、
酒
を
甘
し
と
し
、
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音
を
嗜
む
。
こ
れ
に
一
あ
ら
ば
、
未
だ
亡
び
ざ
る
も
の
あ
ら
ず

9
」
と
あ

る
。
孟
子
が
、〔〈
亡
〉
に
か
か
わ
る
行
為
の
う
ち
の
〕
酒
を
好
ん
で
飽
く
こ

と
が
な
い
こ
と
だ
け
を
挙
げ
た
の
は
、
も
っ
と
も
甚
だ
し
い
も
の
を
示
し
た

の
で
あ
る
。
晏
子
が
「
倉
庫
を
開
い
て
民
の
不
足
を
補
う
」
こ
と
と
「
種
子

の
不
足
を
助
け
る
」
こ
と
を
言
っ
た
の
は
、
景
公
の
外
遊
が
た
ま
た
ま
農
事

を
調
べ
る
時
節
に
当
た
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

［
注
］�　

前
章
に
続
く
、
齊
宣
王
に
対
す
る
孟
子
の
言
葉
で
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
は
孟
子
が
齊
景
公
と
晏
子
の
問
答
の
故
事
を
引
い
て
い
る
部
分
で

あ
り
、
本
章
は
す
べ
て
晏
子
の
発
言
の
引
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
晏
子

の
言
葉
の
末
尾
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

�　
「
丸
い
物
は
進
み
、
方
形
の
物
は
止
ま
る
」
と
い
う
命
題
は
、『
孫

子
』（
勢
篇
）
に
よ
る
。「
木
石
之
性
、
安
則
靜
、
危
則
動
、
方
則
止
、

圓
則
行
」
と
あ
る
。「
訓
義
」
が
こ
れ
を
『
孟
子
』
の
解
釈
に
援
用
し

た
の
は
、
孫
奭
を
踏
ま
え
る
か
。
孫
疏
に
「
凡
物
圓
則
行
、
方
則
止
、

行
則
順
、
止
則
逆
」
と
あ
り
「
訓
義
」
に
ま
っ
た
く
同
じ
。
な
お
『
孫

子
』
の
こ
の
句
は
『
周
易
』（
繋
辭
上
傳
）
の
「
蓍
之
徳
圓
而
神
、
卦

之
徳
方
以
智
」
や
、『
尚
書
』（
堯
典
）
の
「
方
命
」
の
解
釈
に
し
ば
し

ば
利
用
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
王
宗
傳
『
童
溪
易
傳
』（
巻
二
十
八
）
に

「
凡
物
圓
則
運
、
方
則
止
」
と
あ
り
、
朱
熹
も
『
尚
書
』（
堯
典
）
の

「
方
命
」「
庸
命
」
を
釈
す
る
の
に
「
方
命
者
、
言
止
其
命
令
而
不
行

也
、
王
氏
曰
圓
則
行
、
方
則
止
」
と
、
こ
の
句
を
用
い
て
い
る
。

3　
『
説
苑
』（
正
諫
）
に
「
齊
景
公
遊
於
海
上
而
樂
之
、
六
月
不
歸
（
斉

の
景
公
は
海
辺
で
遊
び
楽
し
み
、
六
か
月
も
帰
ら
な
か
っ
た
）」
と
あ

る
。

4　
『
晏
子
春
秋
』（
外
篇
）
に
「
景
公
好
弋
、
使
燭
鄒
主
鳥
、
而
亡
之
。

公
怒
、
詔
吏
殺
之
（
景
公
は
弋
を
好
み
、
燭
鄒
に
鳥
を
管
理
さ
せ
て
い

た
が
、
そ
れ
を
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
。
景
公
は
怒
っ
て
役
人
に
燭
鄒
を

殺
す
よ
う
に
命
じ
た
）」
と
あ
る
。「
弋
」
は
、
糸
を
付
け
た
矢
で
鳥
を

射
る
こ
と
。

5　
『
晏
子
春
秋
』（
内
篇
雜
上
）
に
、
晏
子
が
自
邸
で
景
公
と
飲
酒
し
、

日
が
暮
れ
た
の
で
景
公
が
灯
火
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
晏
子
が
諌

め
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
か
。「
晏
子
飮
景
公
酒
、
日

暮
、
公
呼
具
火
、
晏
子
辭
曰
、
…
…
（
晏
子
、
景
公
に
酒
を
飮
ま
し

む
。
日
暮
れ
、
公
呼
び
て
火
を
具
へ
し
め
ん
と
す
。
晏
子
辭
し
て
曰

く
、
…
…
）」
と
あ
る
。

6　
「
轉
附
朝
儛
」
以
下
は
、「
訓
義
」
が
省
略
し
た
『
孟
子
』
経
文
に
よ

る
。「
昔
者
齊
景
公
問
於
晏
子
曰
、
吾
欲
觀
於
轉
附
朝
儛
、
遵
海
而
南

放
於
瑯
邪
」
と
あ
る
。「
轉
附
」「
朝
儛
」
と
も
地
名
。
こ
こ
で
「
訓

義
」
は
、「
流
連
荒
亡
」
の
四
つ
の
不
徳
に
つ
い
て
、
経
文
に
も
と
づ

い
て
そ
れ
が
な
さ
れ
た
場
所
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
。「
流
連
」（
遠

隔
地
の
漫
遊
）
の
場
所
を
「
瑯
邪
」
と
し
、「
荒
」（
狩
猟
）
の
場
所
を

「
轉
附
朝
儛
」
と
し
て
経
文
全
体
を
疏
通
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

7　
『
説
苑
』（
政
理
）
に
よ
る
。
子
貢
と
孔
子
の
問
答
の
中
の
、
孔
子
の

言
葉
で
あ
る
。
孔
子
が
か
つ
て
景
公
に
対
し
て
「
政
は
節
用
に
あ
り
」
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と
答
え
た
こ
と
に
つ
い
て
子
貢
に
問
わ
れ
、
孔
子
が
ま
ず
景
公
の
浪
費

の
事
実
を
挙
げ
、
つ
い
で
『
詩
』
を
引
い
て
主
張
を
補
強
す
る
と
い
う

構
成
に
な
っ
て
い
る
。「
齊
景
公
奢
於
臺
榭
、
淫
於
苑
囿
、
五
官
之
樂

不
解
、
一
旦
而
賜
人
百
乘
之
家
者
三
、
故
曰
政
在
於
節
用
、
…
…
相
亂

蔑
資
、
曾
莫
惠
我
師
、
此
傷
奢
侈
不
節
以
爲
亂
者
也
（
斉
の
景
公
は
物

見
台
を
豪
華
に
し
、
御
苑
の
遊
び
に
耽
り
、
美
女
の
音
楽
を
や
め
る
こ

と
な
く
、
思
い
つ
き
で
人
を
大
夫
に
任
じ
る
こ
と
が
三
度
も
あ
っ
た
。

だ
か
ら
私
は
〈
政
は
節
用
に
あ
り
〉
と
言
っ
た
の
だ
。
…
…
『
詩
』
に

〈
乱
れ
て
財
を
失
い
我
ら
を
思
い
や
る
こ
と
も
な
い
〉
と
あ
る
の
は
、

贅
沢
を
尽
く
し
て
節
度
な
く
混
乱
を
招
く
こ
と
を
嘆
い
た
の
だ
）」
と

あ
る
。「
五
官
之
樂
」
の
「
五
官
」
と
は
、
官
名
。『
漢
書
』
元
后
傳
の

「
掖
庭
女
樂
五
官
殷
嚴
王
飛
君
等
」
に
対
す
る
如
淳
の
注
に
「
五
官
、

官
名
也
。
外
戚
傳
曰
、
五
官
視
三
百
石
」
と
あ
る
。
た
だ
し
「
訓
義
」

諸
本
は
「
五
音
」
に
作
る
。「
五
音
」
は
五
声
（
宮
商
角
徴
羽
）
の
別

称
で
、
し
ば
し
ば
音
楽
の
比
喩
と
し
て
使
わ
れ
る
。「
訓
義
」
が
「
五

音
」
に
作
る
の
は
伝
写
の
誤
り
な
の
か
、
あ
る
い
は
陳
暘
が
意
図
し
て

（
あ
る
い
は
誤
っ
て
）「
五
音
」
と
し
た
の
か
、
不
明
。
樓
鑰
『
樂
書
正

誤
』
に
言
及
は
な
い
。
今
、「
五
音
」
と
し
て
訳
し
て
お
い
た
。『
説

苑
』
が
引
く
『
詩
』
は
大
雅
「
板
」
の
句
。「
相
亂
」
は
、『
毛
詩
』
原

文
は
「
喪
亂
」
で
あ
る
が
『
説
苑
』
は
「
相
亂
」
に
作
る
。
し
か
し

「
訓
義
」
は
『
毛
詩
』
に
従
っ
て
「
喪
亂
」
と
し
て
い
る
。

8　

斉
桓
公
と
管
仲
の
問
答
は
『
管
子
』（
戒
第
二
十
六
）
に
よ
る
。「
桓

公
將
東
游
、
問
於
管
仲
曰
…
…
管
仲
對
曰
、
先
王
之
游
也
、
春
出
、
原

農
事
之
不
本
者
、
謂
之
游
、
秋
出
、
補
人
之
不
足
者
、
謂
之
夕
、
夫
師

行
而
糧
食
其
民
者
、
謂
之
亡
、
從
樂
而
不
反
者
、
謂
之
荒
、
先
王
有
游

夕
之
業
於
人
、
無
荒
亡
之
行
於
身
、
桓
公
退
、
再
拜
命
曰
、
寶
法
也
」

と
あ
る
。

9　
『
尚
書
』（
夏
書
・
五
子
之
歌
）
に
よ
る
。
禹
の
残
し
た
訓
戒
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。「
内
作
色
荒
、
外
作
禽
荒
、
甘
酒
嗜
音
、
峻
宇
彫
牆
、
有

一
于
此
、
未
或
不
亡
」
と
あ
る
。「
訓
義
」
が
「
峻
宇
彫
牆
」（
家
屋
敷

を
豪
華
に
造
る
）
を
省
い
た
の
は
、
そ
れ
が
孟
子
と
宣
王
の
問
答
に
か

か
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

景
公
悦
大
戒
於
國
、
出
舎
於
郊
。
於
是
始
興
發
補
不
足
、
召
太
師
曰
、
爲

我
作
君
臣
相
悦
之
樂
。
蓋
徴
招
角
招
是
也
。
其
詩
曰
、
畜
君
何
尤
、
畜
君
者

好
君
也
。

景
公
之
於
齊
、
小
有
流
連
之
樂
、
大
有
荒
亡
之
行
。
一
聞
晏
子
之
言
、

卒
知
冥
豫
成
而
有
渝
不
可
以
無
咎
。
故
大
戒
於
國
、
不
敢
慢
其
事
、
出
舍

於
郊
、
不
敢
寧
其
居
。
始
興
委
積
、
發
倉
廩
以
補
民
之
不
足
。
夫
然
孰
謂

不
可
比
先
王
之
觀
邪
。
景
公
三
問
政
於
師
曠
。
師
曠
對
之
、
必
惠
民
而

已
。
景
公
於
是
發
倉
廩
以
賦
衆
貧
、
散
府
財
以
賜
孤
寡
。
倉
無
陳
粟
、
府

無
餘
財
。
亦
晏
子
所
以
畜
君
之
意
也
。
然
則
晏
子
一
言
而
利
愽

a
、
如
此

則
君
臣
相
悦
而
志
行
矣
。
此
所
以
召
太
師
作
徴
角
招
之
樂
也
。
劉
向
樂
書

別
録
有
招
本
之
名
。
豈
原
諸
此
。
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陳暘孟子訓義校釈（二）

蓋
徴
爲
事
、
角
爲
民
、
君
臣
之
相
悦

b
作
樂
、
以
象
成
。
夫
豈
以
獨
樂

爲
哉
。
凡
以
行
政
事
恤
民
窮
而
已
。
則
始
興
發
者
、
行
政
事
也
。
補
不
足

者
、
恤
民
窮
也
。
舜
作
歌
以
勑
天
命

c
、
其
要
在
康
庶
事
。
制
琴
以
歌
南

風
、
其
要
在
阜
民
財
、
而
樂
以
韶
名
之
。
徴
角
謂
之
招
、
豈
傚
此
耶
。
師

曠
爲
晉
平
公
奏
清
角
清
徴
、
亦
是
意
也
。

晏
子
畜
君
能
使
之
行
政
事
恤
民
窮
如
此

d
。
非
健
且
巽
而
何
。
自
迹
觀

之
、
畜
君
固
不
能
無
尤
、
自
心
觀
之
、
畜
君
者
乃
所
以
好
之
、
何
尤
之

有
。
此
小
畜
之
初
所
以
言
復
自
道
何
其
咎
也
。
左
丘
明
以
鬻
拳
兵
諫
爲
愛

君
、
失
是
矣
。
然
景
公
不
知
用
勢
、
晏
子
不
知
除
患
、
卒
使
田
成
得
志
於

民
。
雖
區
區
導
之
以
振
窮
恤
孤
、
亦
奚
補
治
亂
之
數
哉
。
此
子
夏
所
以

e

深
咎
之
也
。

且
晏
子
之
功
、
孟
子
所
不
爲
。
今
稱
其
言
若
是
何
邪

f
。
晏
子
以
其
君

顯
其
功
、
雖
不
足
爲
、
而
其
言
在
所
可
取
。
亦
聖
人
所
不
棄
也
。
故
周
任

之
言
、
孔
子
取
之
以
告
求
、
陽
虎
之
言
、
孟
子
取
之
以
對
滕
。
其
可
以
人

廢
言
乎
。

莫
非
招
也
。
或
作
韶
自
播
之
八
音
言
之
、
或
作
㲈
自
文
之
五
聲
言
之
。

言
徴
招
角
招
、
則
宮
商
羽
之
招
可
知
矣
。
特
言
徴
角
、
豈
舉
中
見
上
下
之

意
邪
。
然
齊
有
招
樂
、
非
特
陳
公
子
完
奔
齊
、
而
魯
太
師
摯
亦
適
齊
故

也
。

［
校
勘
］

a　
「
愽
」　

四
庫
全
書
本
「
溥
」
に
、
方
濬
師
本
「
博
」
に
作
る
。

b　
「
君
臣
之
相
悦
」　

方
濬
師
本
「
君
臣
相
悦
」
に
作
る
。

c　
「
勑
天
命
」　

四
庫
全
書
本
「
勅
天
命
」
に
、
方
濬
師
本
「
敕
天
命
」

に
作
る
。

d　
「
民
窮
如
此
」　

方
濬
師
本
「
民
窮
而
如
此
」
に
作
る
。

e　
「
子
夏
所
以
」　

方
濬
師
本
「
子
夏
之
所
以
」
に
作
る
。

f　
「
何
邪
」　

四
庫
全
書
本
「
何
也
」
に
作
る
。

［
訳
］景

公
悦
び
、
大
い
に
國
に
戒
め
、
出
で
て
郊
に
舍
る
。
是
に
於
て
始
め
て

興
發
し
、
足
ら
ざ
る
を
補
ふ
。
太
師
を
召
し
て
曰
く
、「
我
が
爲
に
君
臣
相

ひ
悦
ぶ
の
樂
を
作
れ
」
と
。
蓋
し
徴
招
角
招
、
是
れ
な
り
。
其
の
詩
に
曰

く
、「
畜
君
な
ん
ぞ
尤
め
ん
」
と
。
畜
君
と
は
、
君
を
好
む
な
り
。

景
公
の
斉
国
に
お
け
る
振
る
舞
い
は
、
程
度
の
軽
い
も
の
と
し
て
は
「
流

連
」
の
楽
し
み
が
あ
り
、
甚
だ
し
い
も
の
と
し
て
は
「
荒
亡
」
の
行
為
が

あ
っ
た
。
し
か
し
晏
子
の
諌
言
を
聞
く
や
「
昏
迷
耽
溺
し
て
も
そ
れ
を
改
め

る
な
ら
咎
は
さ
け
ら
れ
ぬ

�
」
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
々

的
に
国
内
に
布
告
を
発
し
て
政
務
を
怠
ら
ぬ
よ
う
に
し
、
宮
殿
を
出
て
郊
外

に
宿
営
し
て
安
楽
な
住
居
を
廃
止
し
た
。
食
糧
の
備
蓄
を
始
め
、
倉
庫
を

開
い
て
民
衆
の
食
糧
不
足
を
補
う
こ
と
を
始
め
た
。
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、

「
古
代
の
聖
王
の
巡
遊
に
比
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い

�
」
な
ど
と
ど
う
し
て

言
え
よ
う
か
。
景
公
は
政
道
に
つ
い
て
三
た
び
師
曠
に
質
問
し
、
師
曠
は

「
民
を
い
つ
く
し
む
の
み
」
と
答
え
た
。
景
公
は
そ
こ
で
悟
り
、
穀
物
倉
庫
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を
開
い
て
貧
し
い
民
衆
に
施
し
、
倉
庫
の
財
貨
を
取
り
出
し
て
身
寄
り
の
な

い
女
子
供
に
与
え
た
。
倉
庫
に
古
い
穀
物
は
な
く
な
り
、
余
分
な
財
貨
は
な

く
な
っ
た

3
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
晏
子
が
「
君
を
喜
ば
せ
た
」
と
い
う
本

章
と
同
じ
趣
旨
の
逸
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
晏
子
は
、
一
言

で
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す

4
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
君

臣
が
と
も
に
喜
び
、
意
志
が
ま
っ
と
う
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う

な
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
の
で
、
楽
師
を
呼
ん
で
「
徴
招
」
と
「
角
招
」
の
楽

を
作
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
劉
向
の
「
樂
書
別
録
」
に
「
招
本
」
と
い
う
篇
名

が
あ
る
が

5
、
こ
の
故
事
に
も
と
づ
く
篇
で
あ
ろ
う
か
。

「
徴
」
の
音
は
「
事
」（
政
務
）
に
相
当
し
、「
角
」
の
音
は
「
民
」
に
相

当
す
る

6
。
君
臣
が
と
も
に
喜
ん
で
音
楽
を
作
り
、
そ
の
事
業
が
完
成
し
た

事
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
「
君
主
ひ
と
り
が
楽
し
む
」
こ
と
を

表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
事
」
を
お
こ
な
い
、「
民
」
の
窮
乏
を
憐
れ

ん
だ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
始
め
て
興
發
す
」
が
政
務
を
お
こ
な
っ
た
こ
と

で
あ
り
、「
不
足
を
補
う
」
が
民
衆
の
窮
乏
を
憐
れ
ん
だ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

舜
は
歌
曲
を
作
っ
て
天
命
を
つ
つ
し
ん
だ
が
、
そ
の
要
点
は
「
庶
事
を
や
す

ん
ず
る
」
こ
と
に
あ
っ
た

7
。
ま
た
琴
を
作
っ
て
「
南
風
」
を
歌
っ
た
が
、

そ
の
要
点
は
民
の
財
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

8
。
そ
う
し
て
そ
の
音

楽
に
は
「
韶
」
と
名
付
け
た
。
景
公
が
「
徴
」
と
「
角
」
の
楽
に
「
招
」
の

字
を
付
け
た
の
は
、
舜
の
故
事
に
な
ら
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
師
曠

が
晉
の
平
公
の
た
め
に
「
清
角
」「
清
徴
」
を
演
奏
し
た
故
事
も
ま
た
同
様

で
あ
る

9
。

晏
子
は
「
君
を
喜
ば
せ
る
」
こ
と
で
、
景
公
が
政
務
に
勤
め
民
の
困
窮
を

憐
れ
む
よ
う
に
し
む
け
た
。「
健
に
し
て
且
つ
巽
（
内
に
剛
直
な
意
志
を
秘

め
る
が
そ
の
行
動
は
恭
順
）

�0
」
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
。
晏
子
の
事
績

か
ら
い
う
と
「
君
を
喜
ば
せ
る
」
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
罪
を
免
れ
な
い
。
し
か

し
そ
の
意
図
を
推
し
量
る
な
ら
「
君
を
喜
ば
せ
る
」
こ
と
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
君
主
を
好
む
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
の
罪
が
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
つ
ま
り

「
小
畜
」
の
初
爻
に
「
道
義
に
よ
っ
て
正
し
い
あ
り
か
た
に
復
帰
さ
せ
る
の

で
あ
れ
ば
、
な
ん
の
咎
が
あ
ろ
う

��
」
と
言
わ
れ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。
左

丘
明
が
、
鬻
拳
が
武
力
に
よ
っ
て
主
君
を
諌
め
た
こ
と
を
「
君
を
愛
す
」
と

評
し
た
が

��
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
景
公
は
そ
の
権

勢
を
有
効
に
使
う
こ
と
を
わ
き
ま
え
ず
、
晏
子
は
災
い
を
取
り
除
く
こ
と
の

重
大
さ
を
認
識
せ
ず
、
つ
い
に
田
成
が
民
衆
の
支
持
を
得
る
事
態
を
招
い
て

し
ま
っ
た
。
困
窮
し
て
い
る
民
を
救
い
身
寄
り
の
無
い
民
を
助
け
る
よ
う
に

心
を
こ
め
て
景
公
を
導
い
て
も
、
国
の
治
乱
の
趨
勢
を
変
え
る
の
に
何
の
役

に
立
と
う
か
。
こ
れ
が
、
子
夏
が
強
く
非
難
し
た
理
由
で
あ
る

�3
。

そ
も
そ
も
晏
子
の
功
績
は
孟
子
が
採
用
し
な
い

�4
も
の
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
こ
の
章
で
こ
の
よ
う
に
高
く
評
価
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
晏
子

は
主
君
の
名
を
天
下
に
輝
か
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
功
績
は
採
る
こ
と

が
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
論
説
に
は
見
る
べ
き
点
が
あ
り
、
聖
人
も
そ

れ
を
捨
て
去
る
こ
と
を
し
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
周
任
の
言
葉
は
、
孔
子
が
そ

れ
を
使
っ
て
冉
求
を
諭
し
た
し

�5
、
陽
虎
の
言
葉
は
、
孟
子
が
そ
れ
を
使
っ

て
滕
の
文
公
に
答
え
た

�6
の
で
あ
る
。「
だ
れ
が
言
っ
た
か
に
よ
っ
て
そ
の

言
葉
を
捨
て
る

�7
」
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
か
。

「
招
」
で
な
い
も
の
は
な
い

�8
。「
韶
」
の
字
に
作
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
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そ
れ
を
八
種
の
楽
器
（
八
音
）
で
演
奏
す
る
こ
と
に
着
目
し
た
命
名
で
あ

り
、「
㲈
」
の
字
に
作
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
を
五
音
音
階
（
五
声
）

の
旋
律
で
飾
る
こ
と
に
着
目
し
た
命
名
で
あ
る

�9
。「
徴
招
」「
角
招
」
と
言

う
こ
と
か
ら
、〈
宮
〉〈
商
〉〈
羽
〉
の
「
招
」
も
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
こ
で
〈
徴
〉
と
〈
角
〉
だ
け
に
言
及
し
た
の
は
、
中
間
の
音
（
徴
、
角
）

を
挙
げ
る
こ
と
で
そ
の
上
下
の
音
（
宮
、
商
、
羽
）
を
も
示
し
た
の
で
あ
ろ

う
�0
。齊

に
「
招
」
の
音
楽
が
残
っ
て
い
た
の
は
、
陳
国
の
公
子
完
が
齊
国
に
出

奔
し
た

��
こ
と
だ
け
が
理
由
で
は
な
く
、
魯
国
の
太
師
摯
が
齊
に
移
っ
た

��

こ
と
も
そ
の
理
由
で
あ
る
。

［
注
］�　

『
周
易
』
豫
卦
「
冥
豫
、
成
有
渝
无
咎
」（
上
六
爻
辞
）
に
よ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
通
じ
に
く
い
。「
渝
」
は
「
変
わ
る
」
と
訓
じ
、「
昏
迷
し

て
悦
楽
に
溺
れ
、
す
っ
か
り
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
変
わ
る
〈
悔

い
改
め
る
〉
こ
と
が
有
る
な
ら
咎
は
な
い
」
と
解
釈
す
る
の
が
通
説
で

あ
る
。『
樂
書
』
巻
第
六
十
六
（
詩
訓
義
）
に
も
、
景
公
が
晏
子
の
諌

言
を
容
れ
た
故
事
を
引
き
「
是
易
所
謂
冥
豫
成
有
渝
無
咎
（
是
れ
易
の

所
謂
る
〈
冥
豫
、
成
る
も
渝
は
る
有
ら
ば
咎
無
し
〉
な
り
）」
と
言
う
。

通
説
に
従
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
通
じ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
の
「
訓

義
」
は
「
成
而
有
渝
不
可
以
無
咎
（
成
り
て
渝
有
ら
ば
、
以
て
咎
無
か

る
可
か
ら
ず
）」
と
あ
り
、
通
じ
な
い
。『
樂
書
』
の
両
段
に
お
け
る

『
周
易
』
の
句
に
対
す
る
解
釈
が
相
違
す
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、

こ
こ
の
「
不
可
以
無
咎
」
は
「
可
以
無
咎
（
以
て
咎
無
か
る
べ
し
）」

の
誤
り
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
原
文
の
ま
ま
訳
し
て
お
い
た
。
な

お
樓
鑰
『
樂
書
正
誤
』
に
も
、
字
句
の
異
同
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

　�　
『
孟
子
』
本
章
の
省
略
さ
れ
た
部
分
に
「
吾
何
脩
而
可
以
比
於
先
王

觀
也
（
私
は
何
を
お
こ
な
え
ば
先
王
の
巡
遊
に
肩
を
な
ら
べ
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
）」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。

3　
『
韓
非
子
』（
外
儲
説
右
上
）
に
よ
る
。
師
曠
は
晉
の
平
公
に
仕
え
た

楽
官
。

4　
『
春
秋
左
氏
傳
』（
昭
公
三
年
）
に
も
と
づ
く
。
景
公
が
刑
罰
を
厳
重

に
し
た
た
め
足
切
り
の
刑
を
受
け
た
者
が
多
か
っ
た
が
、
晏
子
の
「
義

足
は
高
価
で
普
通
の
靴
は
安
い
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
景
公
は
翻
意

し
て
刑
罰
を
軽
く
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
仁
人
之
言
、
其
利
博
哉
。

晏
子
一
言
、
而
齊
侯
省
刑
（
仁
者
の
言
葉
は
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す

も
の
だ
。
晏
子
の
一
言
で
齊
侯
は
刑
罰
を
軽
く
し
た
）」
と
あ
る
。『
晏

子
春
秋
』（
内
篇
雜
下
）
に
も
ほ
ぼ
同
じ
一
節
が
あ
る
。

5　

孔
穎
達
『
禮
記
正
義
』（「
樂
記
」
篇
首
）
に
、
劉
向
が
二
十
三
篇
の

「
樂
記
」
を
得
て
、
そ
の
う
ち
十
一
篇
が
今
の
『
禮
記
』
の
「
樂
記
篇
」

と
な
っ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
禮
記
』
に
採
ら
れ
な
か
っ
た
十
二
篇
に

つ
い
て
は
、
劉
向
の
『
別
録
』
を
参
照
し
て
そ
の
篇
名
が
列
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
中
に
「
招
本
第
二
十
一
」
の
名
が
見
え
る
。
な
お
阮
元

「
校
勘
記
」
に
よ
る
と
監
本
、
毛
本
な
ど
は
「
昭
本
」
に
作
り
、
閩
本
、

惠
棟
校
宋
本
な
ど
は
「
招
本
」
に
作
る
。
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6　

五
声
を
諸
事
象
に
配
当
す
る
五
行
説
に
も
と
づ
く
。『
禮
記
』「
樂

記
」
な
ど
に
見
え
る
。
配
当
は
、
宮—

君
、
商—

臣
、
角—

民
、
徴—

事
、
羽—

物
と
な
る
。

7　
『
尚
書
』（
益
稷
）
に
よ
る
。
舜
が
「
天
命
を
勑
む
。
惟
れ
時
に
、
惟

れ
幾
に
」
と
述
べ
て
歌
い
、
つ
い
で
皋
陶
が
「
元
首
は
明
、
股
肱
は

良
、
庶
事
は
康
な
り
」
と
歌
っ
た
と
あ
る
。

8　
『
禮
記
』（
樂
記
）
に
舜
が
五
弦
の
琴
を
作
っ
て
「
南
風
」
を
歌
っ
た

（
昔
者
、
舜
作
五
弦
之
琴
、
以
歌
南
風
）
と
あ
る
。
ま
た
『
孔
子
家
語
』

（
辯
樂
解
）
に
も
同
様
の
逸
話
が
あ
り
、
そ
の
歌
詞
と
し
て
「
南
風
が

吹
く
時
、
民
の
財
が
豊
か
に
な
る
（
可
以
阜
民
之
財
兮
）」
が
引
か
れ

て
い
る
。

9　

師
曠
と
平
公
の
話
は
『
韓
非
子
』（
十
過
）
な
ど
に
見
え
る
。「
清

徴
」
は
有
徳
の
君
子
で
な
け
れ
ば
聴
く
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
「
清

角
」
は
黄
帝
が
鬼
神
を
集
め
て
神
聖
な
儀
式
を
お
こ
な
っ
て
作
っ
た
曲

で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
至
徳
の
君
子
で
な
け
れ
ば
聴
く
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
師
曠
の
警
告
を
押
し
切
っ
て
平
公
は
そ
れ
を
演
奏
さ
せ
、

悲
劇
的
な
結
末
を
招
い
た
と
さ
れ
る
。

�0　
『
周
易
』
の
「
小
畜
」
に
よ
る
。
彖
傳
に
「
健
而
巽
、
剛
中
而
志
行

（
健
か
つ
巽
。
剛
が
中
正
な
あ
り
か
た
に
従
っ
て
い
る
の
で
意
思
が
遂

げ
ら
れ
る
）」
と
あ
る
。

��　
「
小
畜
」
の
「
初
九
」
の
爻
辞
に
「
復
自
道
、
何
其
咎
、
吉
」
と
あ

る
。

��　
『
春
秋
左
氏
傳
』（
莊
公
十
九
年
）
に
よ
る
。
鬻
拳
は
楚
の
大
夫
。
主

君
の
文
王
が
諌
言
を
容
れ
な
い
の
で
武
器
を
手
に
し
て
迫
っ
て
従
わ

せ
、
の
ち
に
自
ら
刑
を
受
け
た
と
あ
る
。
ま
た
、
文
王
が
戦
で
大
敗
し

た
時
は
城
内
に
入
れ
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
二
事
を
受
け
て
言

う
。「
君
子
曰
、
鬻
拳
可
謂
愛
君
矣
、
諫
以
自
納
於
刑
、
刑
猶
不
忘
納

君
於
善
（
君
子
は
評
し
た
。
鬻
拳
は
主
君
を
愛
し
た
と
言
え
る
。
諌
め

て
自
分
は
刑
を
受
け
、
刑
罰
を
受
け
て
も
な
お
主
君
を
善
に
導
く
こ
と

を
忘
れ
な
か
っ
た
）」
と
。

�3　

子
夏
が
晏
子
を
非
難
し
た
こ
と
は
『
韓
非
子
』（
外
儲
説
右
上
）
に

よ
る
。
景
公
に
対
し
て
師
曠
が
「
民
を
い
つ
く
し
む
の
み
」
と
答
え
て

景
公
が
そ
れ
に
従
っ
た
故
事
（
上
文
、
注
3
参
照
）
と
、
晏
嬰
が
「
こ

の
国
は
い
ず
れ
田
成
子
（
田
常
）
に
奪
わ
れ
る
」
と
警
告
し
た
故
事
を

踏
ま
え
、
評
し
て
言
う
。「
景
公
不
知
用
勢
之
主
也
、
師
曠
晏
子
不
知

除
患
之
臣
也
（
景
公
は
勢
を
用
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
君
主
で
あ
り
、

師
曠
と
晏
子
は
患
を
除
く
こ
と
を
知
ら
な
い
臣
下
で
あ
る
）」
と
。
こ

れ
に
続
け
て
子
夏
の
言
葉
を
引
く
。「『
春
秋
』
の
記
録
に
臣
が
君
を
殺

し
た
こ
と
、
子
が
父
を
殺
し
た
こ
と
は
数
多
い
。
一
日
で
そ
う
な
っ
た

の
で
は
な
く
、
し
だ
い
し
だ
い
に
そ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
た
の
で
あ

る
（
子
夏
曰
、
春
秋
之
記
、
臣
殺
君
、
子
殺
父
者
、
以
十
數
矣
、
皆
非

一
日
之
積
也
、
有
漸
而
以
至
矣
）」
と
。
ま
た
、「
よ
っ
て
子
夏
は
言

う
。
権
勢
を
う
ま
く
保
持
す
る
者
は
、
姦
邪
の
兆
候
を
早
め
に
摘
み
取

る
（
故
子
夏
曰
、
善
持
勢
者
、
蚤
絶
姦
之
萌
）」
と
。『
韓
非
子
』
は
子

夏
の
こ
の
言
葉
を
、
田
成
子
が
斉
を
簒
奪
し
た
こ
と
に
か
か
わ
る
も
の

と
し
て
引
い
て
い
る
。「
訓
義
」
は
こ
れ
に
よ
る
。
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�4　

孟
子
の
晏
嬰
に
対
す
る
評
価
は
「
公
孫
丑
上
」
に
見
え
る
。
公
孫
丑

が
孟
子
に
問
う
。「
管
仲
以
其
君
覇
、
晏
子
以
其
君
顯
、
管
仲
晏
子
猶

不
足
爲
與
（
管
仲
は
主
君
を
覇
者
に
し
、
晏
子
は
主
君
の
名
を
高
め

た
。
そ
れ
で
も
管
仲
と
晏
子
は
取
る
に
足
り
な
い
の
で
し
ょ
う
か
）」

と
あ
る
。「
訓
義
」
の
記
述
は
こ
れ
を
踏
ま
え
る
。

�5　
『
論
語
』（
季
氏
）
に
よ
る
。
季
孫
氏
に
仕
え
る
冉
求
か
ら
相
談
を
受

け
て
応
え
た
孔
子
の
言
葉
。「
求
、
周
任
有
言
、
曰
、
陳
力
就
列
、
不

能
者
止
（
冉
求
よ
、
か
の
周
任
の
言
葉
に
も
あ
る
。
全
力
で
働
い
て
官

位
に
就
き
、
で
き
な
け
れ
ば
辞
職
す
る
、
と
）」
と
あ
る
。

�6　
『
孟
子
』（
滕
文
公
上
）
に
よ
る
。「
爲
富
不
仁
矣
、
爲
仁
不
富
矣

（
金
持
ち
だ
と
仁
者
で
な
く
な
り
、仁
者
だ
と
金
持
ち
で
は
な
く
な
る
）」

と
い
う
言
葉
を
引
い
て
い
る
。

�7　
『
論
語
』（
衛
靈
公
）
に
よ
る
。「
子
曰
、
君
子
不
以
言
舉
人
、
不
以

人
廢
言
」
と
あ
る
。

�8　

原
文
「
莫
非
招
也
」。
こ
の
四
字
、
通
じ
な
い
。
こ
れ
に
続
い
て

「
招
」
の
異
文
に
つ
い
て
の
解
釈
が
あ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
連

す
る
字
句
が
混
入
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

�9　
『
周
禮
』（
春
官
・
大
司
樂
）
に
「
大
㲈
」
の
名
が
見
え
る
。
鄭
玄
は

「
大
㲈
舜
樂
也
、
言
其
徳
能
紹
堯
之
道
也
（
大
㲈
は
舜
の
音
楽
で
あ
る
。

そ
の
徳
が
堯
の
道
を
よ
く
継
承
し
た
こ
と
を
示
す
）」
と
注
す
る
。
ま

た
『
禮
記
』（
樂
記
）
に
は
「
韶
」
が
見
え
る
。
鄭
玄
は
「
舜
樂
名
也
、

韶
之
言
紹
也
（
舜
の
音
楽
の
名
。
韶
と
は
紹
の
意
）」
と
注
す
る
。『
史

記
』（
五
帝
本
紀
）
に
は
「
九
招
之
樂
」
と
あ
る
。「
㲈
」「
韶
」「
招
」

は
同
義
異
文
で
あ
る
。『
周
禮
』（
春
官
・
大
司
樂
）
に
ま
た
「
凡
六
樂

者
、
文
之
以
五
聲
、
播
之
以
八
音
（
天
神
・
地
祇
・
人
鬼
を
祀
る
六
種

の
音
楽
は
、
音
階
と
楽
器
に
よ
っ
て
音
楽
と
な
っ
て
演
奏
さ
れ
る
）」

と
あ
る
。「
訓
義
」
の
解
釈
は
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

�0　

五
行
説
に
よ
る
と
〈
角
〉
は
「
民
」
に
、〈
徴
〉
は
「
事
」
に
対
応

す
る
が
（
注
6
参
照
）、「
上
下
を
も
示
し
た
」
と
は
〈
宮
〉
に
対
応
す

る
「
君
」、〈
商
〉
に
対
応
す
る
「
臣
」、〈
羽
〉
に
対
応
す
る
「
物
」
も

暗
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
樂
書
』
巻
一
百
五
（
五

聲
中
）
に
関
連
す
る
記
事
が
見
え
る
。「
晏
子
以
徴
招
角
招
、
爲
景
公

作
君
臣
相
悦
之
樂
、
雖
主
興
發
以
爲
事
、
補
不
足
以
爲
民
、
亦
舉
中
見

上
下
之
音
歟
（
晏
子
は
徴
招
、
角
招
の
音
楽
で
景
公
の
た
め
に
〈
君
臣

あ
い
喜
ぶ
音
楽
〉
を
作
っ
た
が
、
君
主
が
穀
倉
を
開
く
こ
と
は
〈
事
〉

に
あ
た
り
、
不
足
を
補
っ
た
こ
と
は
〈
民
〉
に
あ
た
る
が
、
そ
れ
以
外

の
〈
宮
〉〈
商
〉〈
羽
〉
の
音
が
象
徴
す
る
事
柄
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
）」
と
あ
る
。
ま
た
巻
九
（
禮
記
訓
義
）
に
も
同
じ
趣
旨
の

解
釈
が
あ
る
。

��　

陳
は
舜
の
後
裔
の
国
と
さ
れ
る
（『
史
記
』〈
陳
杞
世
家
〉
な
ど
）。

完
は
陳
の
厲
公
の
子
で
あ
る
。『
史
記
』（
田
敬
仲
世
家
）、『
春
秋
左
氏

傳
』（
莊
公
二
十
二
年
）
な
ど
に
よ
る
と
、
陳
に
お
い
て
宣
公
が
太
子

を
殺
す
と
い
う
変
事
が
起
き
、
太
子
と
親
密
で
あ
っ
た
完
は
身
の
危
険

を
察
し
て
斉
に
逃
げ
、「
工
正
」（
工
人
の
長
）
に
任
じ
ら
れ
た
。「
訓

義
」
は
、
こ
の
と
き
完
が
陳
に
伝
わ
る
舜
以
来
の
文
物
を
斉
に
持
ち
出

し
た
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
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��　
『
論
語
』（
微
子
）
に
よ
る
。「
太
師
摯
適
齊
、
亞
飯
干
適
楚
…
…
」

と
あ
る
。

公
孫
丑
章
句
上

a

子
貢
曰
、
見
其
禮
而
知
其
政
、
聞
其
樂
而
知
其
徳
。
由
百
世
之
後
、
等
百

世
之
王
、
莫
之
能
違
也
。
自
生
民
以
來
、
未
有
夫
子
也
。

禮
者
政
之
體
、
制
於
治
定
之
時
。
樂
者
徳
之
華
、
作
於
功
成
之
後
。
是

治
者
政
之
所
由
成
、
功
者
徳
之
所
由
致
。
昔
之
聖
人
、
有
能
爲
禮
樂
之

道
、
無
欲
爲
禮
樂
之
心
。
故
造
事
而
達
者
、
推
至
賾
之
情
而
有
所
作
、
造

事
而
窮
者
、
因
至
粗
之
文
而
有
所
述
。
孔
子
述
而
不
作
者
也
。
故
於
禮
執

之
而
已
、
非
有
所
制
也
。
於
樂
正
之
而
已
、
非
有
所
作
也
。
蓋
禮
自
外

成
、
孔
子
執
之
而
正
人
、
以
爲
政
。
樂
由
中
出
、
孔
子
正
之
而
成
己
、
以

爲
徳
。

以
迹
考
之
、
孔
子
言
而
履
之
者
皆
禮
、
而
莫
備
於
郷
黨
。
行
而
樂
之
者

皆
樂
、
而
莫
顯
於
陳
蔡
。
以
郷
黨
之
禮
施
於
有
政
、
以
陳
蔡
之
樂
形
容
其

徳
。
彼
見
見
聞
聞
者
、
惡
有
不
知
之
邪
。
子
貢
之
知
孔
子
以
此
而
已
。
然

孔
子
之
禮
樂
其
理
一
成
而
不
可
易
、
其
情
一
盡
而
不
可
變
。
故
雖
歴
百
世

更
百
王
、
其
能
違
而
弗
從
乎
。
蓋
孔
子
聖
之
時
道
之
管
也
。
禮
樂
之
統
、

歸
是
矣
、
百
王
之
法
一
是
矣
。
前
乎
以
功
業
而
作
者
、
不
若
孔
子
之
至

備
、
雖
堯
舜
猶
可
以
賢
之
。
况
其
下
者
乎
。
後
乎
以
禮
樂
而
治
者
、
不
若

孔
子
之
大
成
、
雖
百
世
之
王
莫
之
能
違
。
况
去
之

b
未
遠
者
乎
。

竊
稽
子
貢
之
知
孔
子
、
對
太
宰
嚭
之
問
、
則
譬
之
太
山

c
、
而
不
知
所

以
爲
崇
、
對
趙
簡
子
之
問
、
則
譬
之
江
河
、
而
不
知
所
以
爲
量
、
或
比
宮

牆
之
峻
而
不
可
入
、
或
並
日
月
之
明
而
不
可
毀
。
以
言
乎
深
足
以
配
海
、

以
言
乎
高
足
以
配
天
。
彼
其
知
孔
子
、
豈
特
禮
樂
哉
。
然
孟
子
語
其
所
知

止
是
者
、
姑
道
可
以
法
後
世
者
爾
。
雖
然
、
見
禮
主
於
知
政
、
未
始
不
知

徳
、
揚
雄

d
曰
人
而
無
禮
焉
以
爲
徳
、
是
也
。
聞
樂
主
於
知
徳
、
未
始
不

知
政
、
樂
記
曰
審
樂
以
知
政
、
是
也
。

樂
書
巻
第
九
十
二

e

［
校
勘
］

a　

本
条
は
「
公
孫
丑
章
句
上
」
に
属
す
る
。
よ
っ
て
補
っ
た
。

b　
「
去
之
」　

方
濬
師
本
「
求
之
」
に
作
る
。

c　
「
太
山
」　

方
濬
師
本
「
泰
山
」
に
作
る
。

d　
「
揚
雄
」　

底
本
「
楊
雄
」
に
作
る
。
国
会
図
書
館
蔵
宋
刊
本
、
靜
嘉

堂
文
庫
蔵
宋
刻
元
修
本
、
同
じ
。
四
庫
全
書
本
、
方
濬
師
本
に
よ
っ
て

改
め
た
。

e　
「
樂
書
巻
第
九
十
二
」　

国
会
図
書
館
蔵
宋
刊
本
「
樂
書
巻
第
九
十
二

終
」、
四
庫
全
書
本
「
樂
書
巻
九
十
二
」、
方
濬
師
本
「
樂
書
巻
九
十
二

終
」
に
そ
れ
ぞ
れ
作
る
。
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陳暘孟子訓義校釈（二）

［
訳
］子

貢
曰
く
、「
其
の
禮
を
見
て
其
の
政
を
知
り
、
其
の
樂
を
聞
い
て
其
の

徳
を
知
る
。
百
世
の
後
よ
り
百
世
の
王
を
は
か
る
に
、
之
れ
に
よ
く
違
ふ
莫

き
な
り
。
生
民
よ
り
以
來
、
未
だ
夫
子
有
ら
ざ
る
な
り
」
と
。

「
礼
」
は
政
治
の
根
幹
で
あ
り
、
統
治
が
安
定
し
た
時
点
で
制
定
さ
れ
る
。

「
楽
」
は
徳
の
精
華
で
あ
り
、
功
業
が
完
成
し
た
後
に
制
作
さ
れ
る

�
。
つ

ま
り
統
治
が
安
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
が
完
成
し
、
功
業
が
完
遂
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
徳
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
昔
の
聖
人
は
、
礼

楽
の
道
を
う
ま
く
実
践
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
礼
楽
の
精
神
を
創
造
し
よ

う
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
事
を
お
こ
な
っ
て
そ
れ
を
達
成
し
た
者

は
、
深
遠
な
理
念
を
推
し
量
っ
て
な
に
か
を
創
造
す
る
が
、
事
を
お
こ
な
っ

て
窮
し
た
者

�
は
、
お
お
ま
か
な
枠
組
み
に
し
た
が
っ
て
先
人
の
事
業
を
伝

承
す
る
の
で
あ
る
。
孔
子
は
「
伝
承
す
る
が
創
造
は
し
な
い

3
」
者
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
「
礼
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
「
執
る
」
だ
け
で
あ
っ
た

4
。

な
に
か
制
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。「
楽
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
「
正
す
」

だ
け
で
あ
っ
た

5
。
な
に
か
創
作
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
礼
」

は
人
間
に
外
面
か
ら
作
用
し
て
完
成
す
る
も
の

6
で
あ
る
か
ら
、
孔
子
は
こ

れ
を
執
り
お
こ
な
っ
て
人
の
あ
り
か
た
を
矯
正
す
る
こ
と
を
政
治
と
し
た
。

「
楽
」
は
人
の
深
情
か
ら
外
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
孔
子
は
こ
れ
を

正
し
く
整
え
て
自
己
を
完
成
す
る
こ
と
を
徳
と
し
た
。

孔
子
の
事
績
か
ら
こ
れ
を
考
え
て
み
る
と
、
孔
子
の
「
言
っ
た
こ
と
を
実

行
す
る
こ
と
は
す
べ
て
〈
礼
〉
で
あ
る

7
」
こ
と
に
つ
い
て
は
「
郷
黨
篇
」

よ
り
詳
細
な
事
例
は
な
い
し

8
、「
実
行
し
て
そ
れ
を
楽
し
む
こ
と
は
す
べ

て
〈
楽
〉
で
あ
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
陳
・
蔡
で
の
で
き
ご
と

9
よ
り
明
瞭

な
事
例
は
な
い
。「
郷
黨
の
礼
」
を
政
治
に
及
ぼ
し

�0
、「
陳
蔡
の
楽
」
で
徳

を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
そ
れ
を
見
聞
し
た
者

��
が
ど
う
し
て
知
ら

な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か
。
子
貢
が
孔
子
を
理
解
し
た
の
は
こ
の
一
点
に
お
い

て
で
あ
る
。
つ
ま
り
孔
子
の
礼
楽
は
、
そ
の
理
念
は
完
成
し
て
変
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
精
神
は
尽
く
さ
れ
て
い
て
変
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

��
。
ゆ
え
に
百
世
が
過
ぎ
、
百
王
を
経
た
と
し
て

も
、
そ
れ
に
背
い
て
従
わ
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
思
う
に

孔
子
は
、
聖
人
の
な
か
で
も
時
宜
を
わ
き
ま
え
た
者
で

�3
、
道
理
の
集
ま
る

と
こ
ろ

�4
で
あ
る
。
礼
楽
の
す
べ
て
が
孔
子
に
収
斂
し

�5
、
百
王
の
法
が
こ

こ
に
集
ま
る
。
孔
子
に
先
立
っ
て
、
功
業
が
完
成
し
て
楽
を
作
っ
た
者
も
、

孔
子
の
万
全
さ
に
は
及
ば
な
い
。
た
と
え
堯
・
舜
で
さ
え
孔
子
を
賢
者
と
し

て
尊
重
す
る
べ
き
で
あ
り

�6
、
ま
し
て
堯
・
舜
に
劣
る
者
は
な
お
の
こ
と
で

あ
る
。
孔
子
の
後
の
、
礼
楽
に
よ
っ
て
統
治
し
た
者
も
、
孔
子
の
完
全
さ
に

は
及
ば
な
い
。
た
と
え
百
代
後
の
王
者
で
さ
え
、
そ
れ
に
た
が
う
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
り
、
ま
し
て
孔
子
か
ら
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
な
い
者
は
な

お
の
こ
と
で
あ
る
。

子
貢
が
孔
子
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
考
え
て
み
る
と
、
太
宰
嚭

の
問
い
に
対
し
て
は
孔
子
を
泰
山
に
な
ぞ
ら
え
「
ど
れ
ほ
ど
の
高
さ
が
あ
る

か
わ
か
ら
な
い
」
と
答
え
、
趙
簡
子
の
問
い
に
対
し
て
は
孔
子
を
江
河
に
な

ぞ
ら
え
「
ど
れ
ほ
ど
の
水
量
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
答
え
た

�7
。
ま
た

「
宮
殿
の
塀
の
よ
う
に
高
く
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
も
、「
日
月
の
よ
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う
に
明
る
く
損
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
も
評
し
た

�8
。
深
さ
で
言
う
な

ら
海
に
も
匹
敵
し
、
高
さ
で
言
う
な
ら
天
に
比
肩
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
子

貢
が
孔
子
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
、
ど
う
し
て
礼
楽
の
面
だ
け
に
と
ど
ま
ろ

う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
孟
子
が
、
子
貢
の
理
解
が
孔
子
の
礼
楽
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
か
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
の
は
、
さ
し
あ
た
り
後
世
の
手
本
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
礼
と
楽
）
に
言
及
し
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、「
礼
を
見
る
」
こ
と
は
主
と
し
て
政
治
に
か

か
わ
る
が
、
決
し
て
徳
に
つ
い
て
理
解
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
揚

雄
が
「
人
で
あ
り
な
が
ら
礼
を
身
に
付
け
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
ど
う
し

て
徳
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か

�9
」
と
言
っ
た
の
は
そ
う
い
う
こ

と
だ
。「
楽
を
聞
く
」
こ
と
は
主
と
し
て
徳
を
知
る
こ
と
に
か
か
わ
る
が
、

決
し
て
政
治
に
つ
い
て
理
解
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
樂
記
」
に

「
音
楽
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
の
原
理
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

�0
」

と
あ
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
。

（
樂
書
巻
第
九
十
二
）

［
注
］�　

『
禮
記
』（
樂
記
）
に
「
徳
者
性
之
端
也
、
樂
者
徳
之
華
也
（
徳
は
性

の
端
、
楽
は
徳
の
華
）」
と
あ
る
。
ま
た
「
王
者
功
成
作
樂
、
治
定
制

定
禮
（
王
者
は
、
功
業
が
完
成
す
る
と
楽
を
作
り
、
統
治
が
安
定
す
る

と
礼
を
定
め
る
）」
と
あ
る
。

�　
「
造
事
而
達
者
」「
造
事
而
窮
者
」
は
『
列
子
』（
力
命
）
に
も
と
づ

く
言
い
回
し
。「
汝
造
事
而
窮
、
予
造
事
而
達
（
あ
な
た
は
何
か
や
る

と
行
き
詰
ま
り
、
わ
た
し
は
何
を
や
っ
て
も
達
成
さ
れ
る
）」
と
あ
る
。

3　
『
論
語
』（
述
而
）
に
よ
る
。「
子
曰
、
述
而
不
作
、
信
而
好
古
」
と

あ
る
。

4　
『
論
語
』（
述
而
）
に
「
子
所
雅
言
、
詩
書
執
禮
（
師
が
雅
言
し
た
の

は
、
詩
と
書
、
そ
し
て
礼
を
執
り
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
）」
と
あ
る

の
に
よ
る
。

5　
『
論
語
』（
子
罕
）
に
「
吾
自
衛
反
魯
、
然
後
樂
正
、
雅
頌
各
得
其
所

（
私
が
衞
か
ら
魯
に
戻
っ
て
か
ら
、
楽
は
正
さ
れ
、
雅
・
頌
の
音
楽
も

本
来
の
あ
り
か
た
を
回
復
し
た
）」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

6　
「
禮
自
外
成
」
と
下
文
の
「
樂
由
中
出
」
は
、『
禮
記
』（
樂
記
）
に

よ
る
。「
樂
由
中
出
、
故
靜
、
禮
自
外
作
、
故
文
」
と
あ
る
。

7　
「
言
而
履
之
者
皆
禮
」
お
よ
び
下
文
の
「
行
而
樂
之
者
皆
樂
」
は

『
禮
記
』（
仲
尼
燕
居
）
に
よ
る
。「
言
而
履
之
禮
也
、
行
而
樂
之
樂
也
」

と
あ
る
。

8　
『
論
語
』
の
「
郷
黨
篇
」
は
、〈
礼
〉
に
関
す
る
記
事
で
ほ
ぼ
占
め
ら

れ
て
い
る
。

9　

孔
子
一
行
が
陳
・
蔡
の
附
近
で
さ
ま
よ
い
、
食
糧
に
窮
し
た
こ
と
。

『
史
記
』（
孔
子
世
家
）
に
よ
る
と
、
孔
子
は
泰
然
と
し
て
詩
を
誦
し
、

琴
を
弾
じ
た
と
さ
れ
る
。「
圍
孔
子
於
野
、
不
得
行
、
絶
糧
、
從
者
病
、

莫
能
興
、
孔
子
講
誦
弦
歌
不
衰
（
郊
外
で
孔
子
を
包
囲
し
た
の
で
、
進

む
こ
と
が
で
き
ず
、
食
糧
が
尽
き
た
。
従
う
者
は
病
気
に
な
り
立
ち
上

が
れ
な
く
な
っ
た
。
孔
子
は
古
典
を
講
読
し
、
詩
を
歌
い
琴
を
弾
き
、

気
力
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
）」
と
あ
る
。
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陳暘孟子訓義校釈（二）

�0　
「
施
於
有
政
」
は
『
論
語
』（
爲
政
）
の
「
書
云
、
孝
于
惟
孝
、
友
于

兄
弟
、
施
於
有
政
、
是
亦
爲
政
（『
書
』
に
も
言
う
、〈
孝
な
る
か
な
惟

れ
孝
、
兄
弟
に
友
に
、
こ
れ
を
政
治
に
及
ぼ
す
、
こ
れ
も
ま
た
政
治
で

あ
る
〉）」
を
用
い
た
表
現
。

��　
「
見
見
聞
聞
者
」
は
『
莊
子
』（
則
陽
篇
）
の
句
を
用
い
た
言
い
回

し
。
母
国
や
故
郷
は
、
遠
く
か
ら
そ
の
一
部
を
望
見
し
た
だ
け
で
も
嬉

し
い
し
、「
ま
し
て
か
つ
て
見
聞
し
た
も
の
を
見
聞
す
る
な
ら
な
お
の

こ
と
嬉
し
い
（
況
見
見
聞
聞
者
也
）」
と
あ
る
。

��　
『
禮
記
』（
王
制
）
の
「〔
刑
罰
は
〕
い
っ
た
ん
決
め
た
ら
変
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
（
一
成
而
不
可
變
）」
に
よ
る
言
い
回
し
か
。

�3　
「
聖
之
時
」
は
『
孟
子
』（
萬
章
章
句
下
）
に
よ
る
。
伯
夷
、
伊
尹
、

柳
下
惠
、
孔
子
の
四
聖
人
の
特
質
を
述
べ
「
孔
子
は
聖
人
の
中
の
時
宜

を
わ
き
ま
え
た
者
で
あ
る
。
孔
子
こ
そ
集
大
成
と
い
え
る
（
孔
子
聖
之

時
者
也
、
孔
子
之
謂
集
大
成
）」
と
あ
る
。

�4　
「
道
之
管
」
は
『
荀
子
』（
儒
效
篇
）
に
よ
る
。「
聖
人
也
者
、
道
之

管
也
、
天
下
之
道
管
是
矣
、
百
王
之
道
一
是
矣
（
聖
人
と
は
道
理
の
中

心
で
あ
る
。
天
下
の
道
理
が
そ
こ
を
拠
り
所
と
し
、
百
王
の
道
が
そ
こ

に
ま
と
ま
る
）」
と
あ
る
。「
管
」
は
「
枢
要
」
の
意
（
楊
倞
注
）。

�5　
「
禮
樂
之
統
、
歸
是
矣
」
の
句
は
『
荀
子
』（
樂
論
篇
）
の
「
樂
合

同
、
禮
別
異
、
禮
樂
之
統
、
管
乎
人
心
矣
」
お
よ
び
『
禮
記
』（
樂
記
）

の
「
樂
合
同
、
禮
別
異
、
禮
樂
之
説
、
管
乎
人
情
矣
」
に
似
る
。『
樂

書
』
巻
二
十
一
（
禮
記
訓
義
）
は
、『
荀
子
』
を
引
い
て
「
荀
卿
曰
、

樂
合
同
、
禮
別
異
、
禮
樂
之
統
、
管
乎
聖
人
矣
」
に
作
っ
て
い
る
。

「
管
乎
聖
人
矣
」
は
現
行
本
『
荀
子
』
の
「
管
乎
人
心
矣
」
と
は
異
な

る
が
、「
礼
楽
の
す
べ
て
が
こ
こ
（
孔
子
）
に
集
ま
る
」
と
す
る
こ
の

段
の
解
釈
に
は
か
え
っ
て
合
う
。『
荀
子
』
の
異
文
に
も
と
づ
く
も
の

か
ど
う
か
不
明
。

�6　

孔
子
が
堯
・
舜
に
も
ま
さ
る
と
す
る
の
は
、
本
条
の
省
略
さ
れ
た
箇

所
に
あ
る
宰
我
の
評
。「
以
予
觀
於
夫
子
、
賢
於
堯
舜
遠
矣
（
予
〈
宰

我
の
名
〉
が
夫
子
を
見
る
に
、
堯
・
舜
よ
り
は
る
か
に
賢
で
あ
る
）」

と
あ
る
。

�7　
『
説
苑
』（
善
説
）
に
よ
る
。「
夫
子
の
高
さ
は
大
山
の
よ
う
で
あ
り
、

〈
も
っ
こ
〉
一
杯
の
土
を
加
え
た
と
こ
ろ
で
高
さ
を
増
す
こ
と
は
で
き

な
い
し
、
そ
の
高
さ
も
わ
か
ら
な
い
（
以
一
累
壤
増
大
山
、
不
益
其

高
、
且
爲
不
知
）」
と
あ
り
、
ま
た
「
の
ど
が
渇
い
た
者
が
江
海
か
ら

水
を
飲
む
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
た
だ
満
足
す
る
だ
け
で
、
水
の
量
を

考
え
た
り
し
な
い
（
賜
譬
渇
者
之
飲
江
海
、
知
足
而
已
）」
と
あ
る
。

�8　
『
論
語
』（
子
張
）
に
よ
る
。
子
貢
が
子
服
景
伯
に
答
え
て
「
宮
殿
の

壁
に
例
え
る
な
ら
、
私
の
壁
は
肩
の
高
さ
な
の
で
家
の
中
の
き
れ
い
な

様
子
が
覗
け
る
。
夫
子
の
壁
は
数
仭
も
あ
り
、
門
か
ら
入
ら
な
け
れ
ば

宗
廟
の
美
し
さ
や
大
勢
の
役
人
の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
譬

之
宮
牆
、
賜
之
牆
也
、
及
肩
、
窺
見
室
家
之
好
、
夫
子
之
牆
數
仭
、
不

得
其
門
而
入
、
不
見
宗
廟
之
美
百
官
之
富
）」
と
言
い
、
ま
た
叔
孫
武

叔
に
答
え
て
「
仲
尼
を
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
仲
尼
は
日

月
で
あ
り
、
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
仲
尼
不
可
毀
也
…
…
仲
尼
日

月
也
、
無
得
而
踰
焉
）」
と
言
っ
た
と
あ
る
。
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�9　
『
法
言
』（
問
道
）
に
「
禮
、
體
也
、
人
而
無
禮
、
焉
以
爲
徳
」
と
あ

る
の
に
よ
る
。

�0　
『
禮
記
』（
樂
記
）
に
「
審
聲
以
知
音
、
審
音
以
知
樂
、
審
樂
以
知

政
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

（
二
〇
〇
七
、一
、三
〇 　

二
〇
〇
八
、一
、一
一
訂
補
）


